
（別紙３） 

 

民間事業者が関東財務局等に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

その他請負事業の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき措置に関する事項 

 

１．民間事業者が関東財務局等に報告すべき事項、関東財務局等の指示による講ずべき措置 

① 報告等 

 民間事業者は、事業の実施に当たって求められるサービスの質の確保がなされて

いることを確認するため、次のイからトについて、報告を行うものとする。 

 また、関東財務局は、報告を受け、業務の適正かつ確実な実施を確保するため、

必要に応じて、民間事業者との情報交換の場を設けるものとする。 

イ．民間事業者は、事業開始日から起算して３か月を経過するごとに、経過の日か

ら１か月以内に、請負事業の実施状況を関東財務局に報告しなければならない。 

ロ．試験会場における事故や急病及び（別紙１）２．④の各号に抵触する行為につ

いては、民間事業者は迅速に対応すると同時に速やかに関東財務局に報告しなけ

ればならない。 

ハ．審査会事務局が授受した答案用紙の回収数の正確性に疑義があり、審査会事務

局から報告を求められたときは、民間事業者はこれに応じなければならない。 

ニ．試験日以降、関東財務局に寄せられた請負事業に関するクレームや問い合わせ

について、関東財務局から報告を求められたときは、民間事業者はこれに応じな

ければならない。 

ホ．民間事業者は、請負事業の実施期間を通じ、受験者等関係者からのクレームや

トラブルが生じた場合には、その内容及び対処方法を速やかに関東財務局に報告

しなければならない。 

ヘ．民間事業者は、請負事業の実施に要した経費について、各年の短答式（２回）

及び論文式の試験日及び請負事業を終了し若しくは中止した日が属する月の翌月

末までに、関東財務局に報告しなければならない。 

ト．民間事業者は、部分払の請求を行う場合において、当該請求に係る経費につい

て、当該業務を終了した日が属する月の翌月末までに、関東財務局に報告しなけ

ればならない。 

② 調査 

イ．関東財務局は、請負事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると

認めるときは、法第 26 条第１項に基づき、民間事業者に対し、必要な報告を求め、

又は事務所に立ち入り、請負事業の実施の状況若しくは帳票、書類その他の物件

を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

ロ．立入検査をする関東財務局の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26
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条第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。 

③ 指示 

関東財務局は、請負事業を適正かつ的確に実施させるために、民間事業者に対し、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

 

２．その他契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

① 請負事業の開始及び中止 

イ．民間事業者は、締結された契約に定められた事業開始日に請負事業を開始しな

ければならない。 

ロ．民間事業者は、やむを得ない理由により請負事業を中止しようとするときは、

あらかじめ書面をもって関東財務局と協議の上、承認を受けなければならない。 

② 公正な取扱い 

イ．民間事業者は、請負事業の実施において受験申請者を合理的な理由なくして区

別又は差別してはならない。 

ロ．民間事業者は、請負事業を実施している間、親会社等を含め、公認会計士試験

に関する受験指導並びに試験問題、受験者及び合格者等の調査、分析等を行って

はならない。 

ハ．民間事業者の役職員（請負事業に従事している者に限る。）及びその親族（配偶

者、親子、兄弟姉妹）は、請負事業に従事する試験年の公認会計士試験に申し込

み、又は受験をしてはならない。 

③ 金品等の授受の禁止 

民間事業者は、正当な理由なく、請負事業において金品等を受け取ること又は与

えることをしてはならない。 

④ 宣伝行為の禁止 

民間事業者及びその事業に従事する者は、「金融庁」、「公認会計士・監査審査会」

及び「関東財務局」の名称、ロゴや「公認会計士試験」の名称などを請負事業以外

の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない（一般的な会社案内資料において列挙さ

れる事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。）。また、

自ら行う事業が公認会計士試験の業務の一部であるかのように誤認のある行為をし

てはならない。 

⑤ 関東財務局との契約によらない自らの事業の禁止 

民間事業者は、試験会場において、自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契

約（関東財務局との契約に基づく事業を除く。）に基づき実施する事業を行ってはな

らない。 

⑥ 取得した個人情報の活用の禁止 
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民間事業者は、請負事業によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は関東財

務局以外の者との契約（請負事業を実施するために締結した他の者との契約を除

く。）に基づき実施する事業に用いてはならない。 

⑦ 記録及び帳簿 

民間事業者は、請負事業の実施状況に関する記録及び帳簿書類を作成し、請負事

業を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、保管しなけ

ればならない。 
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